
 

 

 

令和７年３月31日 

環境・ゼロカーボン推進課 

（089-912-2347） 

 

愛媛県における令和５年度のフロン類算定漏えい量の 
集計結果について 

 
 フロン排出抑制法においては、地球温暖化等の原因となるフロン類の排出を
抑制するため、業務用冷凍空調機器の管理者に対して、適切な施設の維持管理
を義務付けるとともに、年間の算定漏えい量が 1,000t-CO2以上となる者（特定
漏えい者）に対し、国への報告を義務付けています。 
 今般、国において令和５年度実績が取りまとめられたので、同法の規定に基
づき、愛媛県内の状況等についてお知らせします。 
 
１ 愛媛県内の状況について 
  令和５年度の算定漏えい量は 1.6万 t-CO2（全国：219万 t-CO2）であり、

前年度と比較して３割以上減少（0.7万 t-CO2減、30.4％減）となった。 
 

 (１) 特定漏えい者及び特定事業所について 
特定漏えい者分（算定漏えい量の合計が1,000t-CO2以上となる者） 

 
報告事業者数 

（事業者） 

算定漏えい量

（万ｔ-CO2） 

全国に占める本県の状況 

割合（％） 全国順位 

本 県 37［39］ 1.6［2.3］ 0.8［1.0］ 36位［30位］ 

全 国 394 219   
※［ ］内は令和４年度の数値を示しています。 

 

   特定事業所分（特定漏えい者の各事業所のうち、漏えい量が1,000ｔ-CO2以上の事業所） 

 
特定事業所数 

（事業所） 

算定漏えい量

（万ｔ-CO2） 

全国に占める本県の状況 

割合（％） 全国順位 

本 県 １ 0.12 0.3 35位 

全 国 177 40   
※報告事業者数について、複数都道府県で報告している事業者（例えば、コンビニ等）があ
るため、見かけ上、全国の事業者数に対して県内の事業者数が多くなっています。 

※全国展開している小売業や大規模製造業等において、年間の漏えい量が多い傾向にある他、
施設の老朽化や配管の破損等も原因となっています。 

※算定漏えい量は、フロン類充塡回収業者が冷凍空調機器への充塡及び回収の際に発行する
充塡証明書及び回収証明書から算定します。 



 (２) 業種別算定漏えい量の内訳について（特定漏えい者） 

   主たる業種（日本標準産業分類）別でみると、愛媛県内では、各種商品

小売業（1.1万ｔ-CO2、68％）が最も多く、続いて電気業（0.12万ｔ-CO2、

7.5％）、飲食料品小売業（0.10万ｔ-CO2、6.3％）の順で、これら３業種で

全体の約82％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) フロン類の種類別算定漏えい量の内訳について（特定漏えい者） 

   フロン類の種類別でみると愛媛県内では、R-404A（HFC）が0.7万ｔ-CO2で

特定漏えい者として報告された量の42％、次いで、R-410A（HFC）の0.37万

ｔ-CO2（23％）、R-22（HCFC）の0.36万ｔ-CO2（22％）の順で、これら３種

類のフロン類で全体の87％を占めていました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※(1)～(3)の割合については、端数処理のため、計算上の数値と一致しない場合がある。

電気業 

（7.5％） 

飲食料品小売業 

（6.3％） 
各種商品小売業 

（40％） 

飲食料品小売業 

（30％） 

食料品製造業 

（7.7％） 

各種商品小売業 

（68％） 

その他 

（9.2％） 

R-22 

(22%) 

R-410A 

(23%) 

R-404A 

(42%) 
R-404A 

(47%) 

R-22 

(26%) 

R-410A 

(19%) 

化学工業 

（5.2％） 



２ フロン類算定漏えい量報告・公表制度の概要について 

〇当該制度は、業務用冷凍空調機器の使用者のうち、フロン類の算定漏えい量

が年間1,000ｔ-CO2以上となる者（特定漏えい者）に、国へ当該算定漏えい

量を報告することを義務付けています。(※報告は法人単位） 

〇当該制度は、フロン類の漏えい量の多寡に着目するのではなく、当該機器使

用時の実態を把握・公表することにより、より適切な機器の管理を促進し、

フロン類の排出の抑制に資することを目的としています。 
 

【制度概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参考 

 〇国の発表資料はこちら 

：https://www.env.go.jp/press/press_04481.html 

 〇フロン類算定漏えい量報告・公表制度開示窓口はこちら 

：http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/request.html 

 

 

 

 

（担当者） 

環境・ゼロカーボン推進課 

大気・水環境グループ  冨士 

 TEL 089-912-2347／FAX 089-912-2344 

電子メール：kankyou@pref.ehime.lg.jp 



特定事業所

1 株式会社ドン・キホーテ 40 5,269

2 株式会社ファミリーマート 1,028 60,525

3 佐川急便株式会社 49 5,835

4 くら寿司株式会社 32 1,511

5 住友化学株式会社 690 4,051

6 株式会社クラレ 165 1,122

7 株式会社ローソン 461 55,015

8 イオンモール株式会社  24 1,636

9 プライムデリカ株式会社 72 1,176

10 西日本電信電話株式会社 -2 3,362

11 株式会社　タカキベーカリー 35 2,375

12 株式会社ハローズ 370 7,415

13 株式会社あきんどスシロー 13 1,053

14 イオンリテール株式会社 105 86,197

15 ㈱ニチレイ・ロジスティクス中四国 88 1,493

16 株式会社　マルヨシセンター 1,037 5,292

住友共同電力株式会社 1,228 1,228

　新居浜北火力発電所※ 1,179

18 株式会社フジ 6,665 10,208

19 株式会社セブンスター 2,400 2,400

20 ダイレックス株式会社 137 15,031

21 株式会社コスモス薬品 648 15,657

22 明治安田生命保険相互会社 35 1,073

23 日本赤十字社 19 3,073

24 社会福祉法人恩賜財団済生会 88 2,658

25 日本マクドナルド株式会社 68 2,448

26 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 123 60,646

27 日本製鉄株式会社 6 6,271

28 東レ株式会社 169 1,218

29 ヤマト運輸株式会社 336 25,578

30 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 0 1,187

31 株式会社三越伊勢丹 0 5,411

32 株式会社NTTドコモ 0 1,915

33 日本ピュアフード株式会社 41 1,054

34 株式会社ダイナム 103 2,073

35 日本郵便株式会社 44 1,625

36 防衛省 0 6,828

37 独立行政法人地域医療機能推進機構 102 1,147

16,419 412,056

※特定漏えい者が愛媛県内に設置している事業所のうち、１つの事業所からの算定漏えい量が1,000t-CO2以上の

　事業所（特定事業所）を示す。

注１：1t-CO2 未満の算定漏えい量を切捨てで報告しているため事業者ごとの値と都道府県別の合計値とは必ずしも整合しな
い。

注２：年度をまたいでフロン類の充填及び回収を行った場合、単年度の算定漏えい量がマイナスになる場合がある。

愛媛県内に事業所を有する特定漏えい者について

特定漏えい者 愛媛県内の事業所における
算定漏えい量の合計（ｔ-CO2）

全国の事業所における
算定漏えい量の合計（ｔ-CO2）

17

計



都道府県別算定漏えい量【特定漏えい者】

算　定　漏　え　い　量　（tCO2）

事業者全体 R-11 R-12 R-22 R-23 R-32 R-114 R-123 R-125 R-134a R-143a R-245fa
その他
フロン類

R-401A R-404A R-407A R-407C R-407E R-407F R-407H R-410A R-410B R-411A R-412A R-413A R-444A R-448A R-449A R-452A R-463A R-500 R-502 R-507A R-508A R-508B
その他
混合冷媒

2,186,967 (100.0%) 10,167 55,064 573,752 7,003 1,328 165 500 5 34,102 -6 1,653 0 914 1,020,563 323 22,082 200 0 36 409,578 5 158 25 0 15 34,282 4,673 64 3,201 3 108 5,466 28 24 971

1 北海道 97,792 (4.5%) 10 49,306 44 242 251 29,522 1,093 0 14,462 2,798 4 6 17 0 0

2 青森県 31,586 (1.4%) 0 0 8,949 2 40 135 0 19,030 0 227 1 0 3,050 133 0 0 0 0 0

3 岩手県 19,923 (0.9%) 28 4,690 2 84 0 0 10,629 72 0 4,149 238 2 0 0 0 14

4 宮城県 32,595 (1.5%) 0 8,494 372 38 1 1,208 0 14,442 297 3 0 7,332 262 111 10 0 0 0

5 秋田県 36,340 (1.7%) 0 8,614 3 107 0 23,969 11 453 0 3,154 17 0 0 0 0 0

6 山形県 15,823 (0.7%) 0 4,681 21 41 0 9,350 50 0 1,441 233 0 0 0 0

7 福島県 23,511 (1.1%) 124 7,136 48 4 166 8 9,612 143 0 5,963 290 0 4 0 0 0

8 茨城県 76,587 (3.5%) 23 0 29,549 41 15 656 30 30,275 489 0 0 11,736 0 1,547 3 0 17 4 2,154 0

9 栃木県 33,846 (1.5%) 0 10,177 22 12 10 0 0 16,320 276 37 0 6,291 13 669 0 0 0 0 0

10 群馬県 25,214 (1.2%) 959 0 8,866 3 26 8 9 7 10,323 209 0 4,298 459 0 0 27 0 0

11 埼玉県 133,443 (6.1%) 0 38,370 47 146 0 0 67,455 153 347 0 22,263 0 0 4,557 0 3 27 29 0

12 千葉県 107,740 (4.9%) 2,166 1,020 31,796 223 50 163 52 349 484 0 44,630 2 484 0 0 22,492 5 0 2,875 128 0 153 69 518 0

13 東京都 220,446 (10.1%) 2,325 8 40,215 13 144 16 3,884 14 127,851 138 2,440 24 0 38,037 109 3 3,909 993 5 186 0 0 24 11

14 神奈川県 142,057 (6.5%) 265 1 28,558 497 22 10 5 2,203 50 21 76,832 1 914 6 0 28,281 0 22 2,201 274 8 952 3 0 798 26 7

15 新潟県 43,651 (2.0%) 242 4,370 15,311 4 84 827 15 15,304 319 0 6,981 169 0 0 0 0 0

16 富山県 18,163 (0.8%) 0 5,239 7 12 0 6,790 29 0 5,726 348 0 0 0 0 0

17 石川県 12,100 (0.6%) 0 2,310 18 53 0 5,982 594 0 2,952 0 182 0 0 0 0

18 福井県 8,180 (0.4%) 0 585 5 20 0 5,144 86 0 1,985 350 0 0 0 0

19 山梨県 11,406 (0.5%) 0 2,700 8 21 0 5,615 70 0 2,771 211 0 0 0 0 0

20 長野県 39,006 (1.8%) 0 4,992 1 166 0 23,903 63 0 9,502 361 0 0 0 0 0 0

21 岐阜県 36,565 (1.7%) 0 0 3,899 3 0 1 0 25,790 536 0 0 5,636 679 0 0 0 0 0

22 静岡県 98,947 (4.5%) 102 0 32,377 1,240 25 53 11 50,228 735 0 13,561 576 3 0 0 0 0 0

23 愛知県 114,937 (5.3%) 391 6 23,791 201 69 1,483 -6 257 0 59,565 1,336 0 24,919 2,362 1 12 0 0 2 482

24 三重県 76,212 (3.5%) 22,343 22,751 3,411 20 -10 1,595 60 0 18,305 715 0 6,914 2 81 0 0 0 0 0 0

25 滋賀県 18,536 (0.8%) 0 3,332 0 20 6 1,494 42 7,333 1 305 4 0 5,455 526 0 0 0 0

26 京都府 30,337 (1.4%) 1 5,515 15 1,314 0 13,698 1,161 0 8,253 204 6 1 0 0 0 139

27 大阪府 141,703 (6.5%) 3,610 34 32,462 73 29 4,074 57 0 68,723 1,002 3 0 29,251 49 0 1,651 97 5 492 6 0 19

28 兵庫県 115,257 (5.3%) 0 27,093 31,118 58 64 78 940 -2 37,282 1,421 78 0 14,085 0 2,712 13 1 252 0 0 8

29 奈良県 18,691 (0.9%) 0 6,558 51 1 0 8,821 100 0 3,001 149 0 0 0 0

30 和歌山県 16,412 (0.8%) 0 4,500 20 59 0 8,338 107 0 3,335 42 0 0 0 0 0

31 鳥取県 9,280 (0.4%) 0 2,200 0 170 0 2,973 208 0 3,675 0 46 0 0 0 0

32 島根県 4,706 (0.2%) 0 607 0 9 0 1,619 313 0 36 2,115 2 0 0 0 0

33 岡山県 24,018 (1.1%) 0 0 5,189 27 2 9 96 6 0 12,267 306 0 0 3,585 0 353 0 0 154 0 1,995 0 4

34 広島県 29,334 (1.3%) 0 8,778 72 63 640 77 18 10,346 1 772 0 6,140 246 2,133 1 13 0 0

35 山口県 30,151 (1.4%) 83 0 12,864 843 15 17 2,625 660 0 9,826 7 318 2 0 2,318 424 89 0 31 0 0

36 徳島県 9,164 (0.4%) 0 5,936 1 0 0 2,377 65 0 751 25 0 0 0 0

37 香川県 18,060 (0.8%) 0 2,074 22 10 29 7 7,012 8 0 8,392 445 47 0 0 0 0

38 愛媛県 16,419 (0.8%) 0 0 3,676 14 45 1,259 0 6,895 473 0 0 3,744 295 0 2 0 0

39 高知県 2,301 (0.1%) 0 534 0 0 0 1,567 27 0 151 2 1 0 0 12

40 福岡県 93,672 (4.3%) 12 16,463 23 54 6 468 44 45,672 9 928 0 27,810 0 583 537 0 819 0 197

41 佐賀県 11,831 (0.5%) 0 2,078 4 7 4 1 6,820 155 0 2,488 154 32 0 28 0 47

42 長崎県 27,049 (1.2%) 0 6,345 27 2 3,880 0 13,281 457 0 0 2,800 221 20 0 1 0 1 0

43 熊本県 18,603 (0.9%) 12 3,554 9 427 0 11,951 170 16 0 2,171 84 168 0 0 0 19

44 大分県 17,690 (0.8%) 0 0 2,293 0 21 79 643 14 11,735 333 0 0 2,435 109 0 0 0 0 0

45 宮崎県 12,731 (0.6%) 0 3,889 5 0 1 0 6,699 84 25 0 1,890 113 0 0 13 0 0

46 鹿児島県 29,603 (1.4%) 0 11,267 7 0 1,761 0 12,321 333 0 3,714 172 0 0 16 0 0

47 沖縄県 34,406 (1.6%) 0 8,949 60 631 430 5,697 945 0 17,535 141 0 0 0 6

注１：都道府県は、都道府県コード（平成27年経済産業省、環境省告示第1号）の順に記載している。

注２：フロン類の種類は、特定漏えい者から報告があったフロン類（表１－１参照）を記載している。

注３：空欄は、当該都道府県かつ当該フロン類の漏えい量の報告が無かったことを示す。

注４：1tCO2未満の算定漏えい量を切捨で報告しているためフロン類の種類別の合計値と事業者全体の値並びに都道府県別の合計値と全国の値とは必ずしも整合しない。

注５：（%）は特定漏えい者全体の算定漏えい量に対する比率を示す。

都道府県

合　　計



  

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（抄） 

発令    ：平成13年6月22日号外法律第64号 

最終改正：令和1年6月14日号外法律第37号 

改正内容：令和1年6月5日号外法律第25号[令和2年4月1日] 

 

（フロン類算定漏えい量等の報告等） 

第十九条 第一種特定製品の管理者（フロン類算定漏えい量（第一種特定製品の使用等に際

して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下

同じ。）が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において

同じ。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務

省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣（以下この節

及び第百条において「事業所管大臣」という。）に報告しなければならない。 

２ 省略 

３ 事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項につい

て環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 

（報告事項の記録等） 

第二十条 省略 

２ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産

業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項（以下この節

において「ファイル記録事項」という。）のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第

一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に

所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。 

３ 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞な

く、ファイル記録事項を集計するものとする。 

４ 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大

臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。 

５ 事業所管大臣及び都道府県知事は、第二項の規定による通知があったときは、当該通知

に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。 


